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＜プレスリリース＞ 

「公益財団法人起業家支援財団（神奈川県）」との合併に関するお知らせ  

 

 

公益財団法人とかち財団（以下「とかち財団」）は、公益財団法人起業家支援財団（以下「起業家支
援財団」）との間に、とかち財団が存続法人となり、平成30年4月1日を効力発生日とする合併契約を
締結いたしました。 

つきましては、合併契約に関する特別決議を実施する評議員会の開催に先立ち、以下のとおりお知ら
せいたします。 

 

 【１】合併の目的 

   とかち財団は、十勝の産業の担い手の育成等を通じた起業・事業創発の促進により、第一次産業を
核とする地域産業のさらなる活性化を実現するため、起業家人材の育成を通じた地域活性化について
共通の方向性を有する起業家支援財団との合併を実施いたします。 

 

【２】起業家支援財団の概要 

名称         公益財団法人起業家支援財団（ホームページ http://www.shienzaidan.or.jp/） 

設立年月日  平成19年3月20日（平成22年4月に公益財団法人へ移行） 
所在地    神奈川県横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル1107 

代表者    理事長 松井 利夫（株式会社アルプス技研 創業者・取締役会長） 

基本財産   8億9286万円（平成28年12月31日現在） 
主な事業   学生起業家支援事業（奨学金給付、学生起業塾） 

青年事業家支援事業（起業支援金助成） など 

 
【３】合併に伴って新たに実施する人材育成事業 

（１）学生起業家支援（奨学金給付） 
（２）アーリーステージ事業者支援（起業支援金助成） 

（３）新事業創発支援（調査研究費助成） 

 
【４】合併までの主な日程 

評議員会開催の2週間以上前    合併に係る書面等の備え置き（事前開示） 

  平成30年2月2日（予定）    評議員会（合併契約に関する特別決議）  

平成30年4月1日（予定）    合併の効力発生日            

    ※合併に伴う事業内容の追加に関し、所管行政庁（北海道）への公益法人変更認定申請を実施します。 

 

 

 

 

 

●お問い合わせ先              

公益財団法人とかち財団 総務部      

（担当：小池、赤間） 

電話：0155-38-8808 FAX：0155-38-8809 

E-Mail：t_zaidan@tokachi-zaidan.jp 


